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子ども・子育て支援事業支援計画のポイント 

 

１ 幼児期の学校教育・保育の量の見込みとその確保方策について 

 ○教育・保育の提供区域 

  ・量の見込みと確保方策を定める単位である教育・保育の提供区域については、市

町を１つの単位として設定。 

 

 ○量の見込みと確保方策 

・市町が、子育て家庭へのニーズ調査に基づく潜在ニーズにも対応する供給体制を

整備するため策定した計画の数値を集計。（現在、最終とりまとめに向け、市町で調整中） 
 

《県・計》                            （単位：人） 

 

※「教育」欄：１号区分及び２号区分（教育利用希望）の合計 

※「保育／３－５歳」欄：２号区分（教育利用希望以外）の数値 

 

２ 地域子ども・子育て支援事業の目標数値について 
 

〔市町計画の数値を集計（現在、最終とりまとめに向け、市町で調整中）〕 

事  業  名 現状（Ｈ２５） 目標（Ｈ３１） 増加数 

利用者支援事業（実施市町数） － 19市町 19 

地域子育て支援拠点（実施施設数） 142カ所 149カ所 7 

保育所等での一時預かり（実施施設数） 265カ所 289カ所 24 

幼稚園での一時預かり（実施施設数） 132カ所 134カ所(※)   2 

延長保育（実施施設数） 217カ所 249カ所 32 

病児保育（実施施設数） 21カ所 30カ所 9 

子育て短期支援事業〔ショートステイ〕（実施施設数） 11カ所 11カ所 － 

子育て短期支援事業〔トワイライトステイ〕（実施施設数） 11カ所 11カ所 － 

ファミリー・サポート・センター（設置市町数） 13市 13市 － 

放課後児童健全育成事業 （実施施設数） 332カ所 349カ所(※)  17 

 （受入児童数） 11,303人 15,485人 4,182 

（※）一部市町分が含まれていない（検討中のため） 

３－５歳 ０歳 １－２歳 ３－５歳 ０歳 １－２歳 ３－５歳 ０歳 １－２歳 ３－５歳 ０歳 １－２歳 ３－５歳 ０歳 １－２歳

①量の
見込み

16,403 16,541 2,593 9,072 16,081 16,281 2,602 9,030 15,735 16,135 2,586 8,856 15,471 15,870 2,542 8,632 15,177 15,655 2,491 8,419

19,332 16,694 2,137 8,480 19,141 16,794 2,263 8,688 18,924 16,973 2,579 9,024 18,790 17,163 2,686 9,133 18,695 17,194 2,724 9,145

2,929 153 △ 456 △ 592 3,060 513 △ 339 △ 342 3,189 838 △ 7 168 3,319 1,293 144 501 3,518 1,539 233 726

平成２７年度 平成２８年度 平成３０年度 平成３１年度平成２９年度

②確保
方策

②－①

保育
教育 教育

保育
教育

保育
教育

保育
教育

保育区分

資 料 ４ 
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３ 認定こども園の目標設置数について 

  県計画において、教育保育提供区域ごとに認定こども園の目標設置数を定めるこ

ととされている。 
 

（１）施設の移行希望調査結果（７月実施）            （単位：カ所） 

種  別 
移  行  時  期 

H27 年度 H28 年度以降 計 

幼 稚 園 
私 立 ２２ ３ ２５ 

公 立 ３ ０ ３ 

保 育 所 
私 立 ５ ６ １１ 

公 立 ６ ０ ６ 

計 ３６ ９ ４５ 

 

（２）市町の意向 

  ・上記調査の後、市町において、施設と再度調整を行い、さらに、市町が供給体

制の確保に必要と見込む数を加え、県全体で６１カ所の設置を見込んでいる。 
 

（３）対応（案） 

  ○基本的な考え方 

①市町において、施設の移行希望も踏まえて市町計画の確保方策を設定されて

いることから、原則、市町が確保方策で見込む数値を県の目標設置数とする。 

②施設の移行希望がなく、現時点で確保方策でも認定こども園を見込んでいな

い市町があるが、保育所しかない市町は、住民の幼児期の学校教育に対する

ニーズに応えることができないことから、１カ所の目標設置数を設定する。 
 

  ○市町ごとの目標設置数等                  （単位：カ所） 

市町名 

現在の 

施設数
（A） 

今後の設置見込み 
計 

（A＋B） 

県目標設置数の 

考え方 
市町の 

意向 

県目標設
置数（B） 

下関市 ０ ２８ ２８ ２８ 市町計画どおり 
宇部市 １ １ １ ２ 市町計画どおり 
山口市 ０ ６ ６ ６ 市町計画どおり 
萩市 １ １ １ ２ 市町計画どおり 
防府市 ４ ４ ４ ８ 市町計画どおり 
下松市 ０ ３ ３ ３ 市町計画どおり 
岩国市 ４ ３ ３ ７ 市町計画どおり 
光市 ０ ２ ２ ２ 市町計画どおり 
長門市 ０ ２ ２ ２ 市町計画どおり 
柳井市 ０ ０ ０ ０ （設定せず） 

美祢市 １ １ １ ２ 市町計画どおり 
周南市 ０ ６ ６ ６ 市町計画どおり 
山陽小野田市 ０ ２ ２ ２ 市町計画どおり 
周防大島町 ０ ０ １ １ 保育所のみのため 
和木町 ０ ０ ０ ０ （設定せず） 

上関町 ０ ０ １ １ 保育所のみのため 
田布施町 ０ ２ ２ ２ 市町計画どおり 
平生町 ０ ０ ０ ０ （設定せず） 

阿武町 ０ ０ １ １ 保育所のみのため 
計 １１ ６１ ６４ ７５  
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４ 認定こども園に係る「都道府県計画で定める数」について 

（１）「都道府県計画で定める数」（子ども・子育て支援法に基づく基本指針） 

○施設の認可に係る需給調整の考え方（原則） 

認可・認定申請があった場合、当該区域において、 

 ・需要＞供給 ⇒ 原則、認可・認定 

 ・需要＜供給 ⇒ 認可・認定しないことができる 

○認定こども園に係る需給調整の特例 

・幼稚園や保育所が認定こども園に移行しようとする場合、区域内の施設の

定員の総数が、「量の見込み」に「都道府県計画に定める数」を加えた数

に達するまでは認可・認定を行う。 

 

①量の見込み＋②都道府県計画で定める数 ＞ 供給 ⇒ 原則、認可・認定 

 

 

 

 

 

 

需 要           供 給 

 

（２）対応（案） 

  ○基本的な考え方 

①市町において、施設の意向も踏まえ、既存施設から移行が必要な認定こども

園については、市町計画の確保方策に見込んでいることから、そうした市町

については、「都道府県計画で定める数」を設定しない。 

②市町が確保方策に認定こども園を見込んでいないが、県が目標設置数を設定

した市町については、需給バランスも考慮しながら、移行に最低限必要と考

えられる数を設定する。 

 

  ○「都道府県計画で定める数」を設定する市町 

市町名 

計画で定める数 

数の設定の考え方 保育所からの移行分と 

して１号区分に設定 

周防大島町 ２０人 ・住民の幼児期の学校教育に対するニーズ

に対応する必要があるため、市町計画の

教育に係る量の見込みに相当する人数

を設定 

上関町 ５人 

阿武町 ５人 

 

原則、認可・認定 


